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はしがき

　本書は、自治体職員や地域防災に関心のある方に向けて、地域防
災、自治体防災の全体像をわかりやすく示すことを狙いとしていま
す。地域住民や自治体職員のみなさまが、最初に防災に取り組もう
とするとき、また、防災計画や対策を見直すときに参考にしていた
だければ幸いです。
　図解本の特徴を生かして、「右ページ上部のポイントを読む」→「左
ページの図表を見る」ことでイメージをつかみやすくしたのが特色
です。
　本書は、『図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ』の 3
度目の改訂（改題新版）になります。最初は 2003 年 9 月に発行さ
れました。私が自治体の防災課長だった 2003 年当時、自治体職員
向けの基本的な防災・危機管理のテキストがないことから、蛮勇を
振り絞って書いたことを覚えています。そして、東日本大震災の発
生。もっと実践的なものにしたいという思いで内容を刷新し、2011
年 8月に改訂発行されました。
　東日本大震災発生から 8年が経過しましたが、その後も災害が猛
威を奮い続けています。地震では熊本地震、鳥取中部地震、大阪府
北部地震、胆振東部地震が発生し、関東東北豪雨、九州北部豪雨、
西日本豪雨災害など大きな水災害も毎年のように発生しています。
今後、南海トラフ地震や首都直下地震などの国難災害、大規模な水
災害が懸念されています。
　そこで、防災マネジメントの考え方や「地区防災計画」制度の解
説を新たに加えて大幅に改訂しました。自治体主導の地域防災から
住民主導の地域防災への転換が待ったなしになったからです。この
ため「地域」の言葉を入れて『図解よくわかる自治体の地域防災・
危機管理のしくみ』と改題しています。もっとも、耐震化や災害時
要配慮者などの重要政策や、マニュアル、訓練などの実践的対策は
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内容を精査して残しています。
　災害の大小は、外力×暴露量×脆弱性で決まります。外力とは
たとえば地震の大きさや津波の高さ、大雨の量など災害をもたらす
きっかけとなるものです。暴露量はその外力にさらされる人口、施
設、建物などです。そして、脆弱性はたとえば災害時要配慮者が多い、
地域のつながりが弱い、自治体職員数が少ないなどです。
　そして、確実にいえることは、日本社会はどんどん脆弱になって
いることです。たとえば 1995 年の阪神・淡路大震災時に比べ、
2018 年には 75 歳以上の高齢者が 2.4 倍に増えたのに対し、近所付
き合いが弱くなり、町会・自治会への参加は少なくなり、消防団は
１割も減少し、自治体職員は 50万人以上 16％も減少しています。
　では、どうすれば良いのでしょうか。本書は、その問いにいくば
くかの答えを提供するものです。第 1に地区防災計画などの住民主
導のガバナンス型防災に舵を切ることです。第 2に、防災マネジメ
ントを活用した選択と集中により効果的に地域防災を進めることで
す。第 3に、絶対に必要な防災対策、たとえば耐震化、災害時要配
慮者支援、防災教育について徹底的に進めることです。
　今後、国難災害や大規模な水災害が発生したとき、国民は自らの
命を人任せにして良いのでしょうか。まずは、一人ひとりの国民が
防災をわが事と考え、自らを守る意識を高めることが重要です。そ
して自分の力だけでは避難や対策が難しい人に対しては、地域で自
主防災組織や福祉関係者等が連携して共助力を高めましょう。それ
を住民任せにするのでなく、自治体や政府が強力に支援することが
不可欠です。同時に、組織力を生かして、縦割りでなく効果的に連
携して災害予防、応急対応、復旧復興を公助で後押しします。それが、
今、求められています。私たちは、国難災害前夜を生きているのです。

　2019 年６月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵屋　一
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１　災害の定義
　　災害の定義は、法律によってそれぞれ違います。たとえば、災害対策基本法では、
自然災害に大規模な事故・事件とを含みますが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法では、自然災害のみを対象としています。また、公立学校施設災害復旧費国庫
負担法では、自然現象によって生じる災害だけでなく火災などの人為的災害も含みま
す。

２　自然災害
　　暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火のほかに、冷害、干害、雹

ひょう

害、
霜害、旋風、地滑り、山崩れ、がけ崩れ、土地の隆起・沈降などがあります。

３　人為的災害
　　人為的災害は、大きく事故と事件とに分かれます。
　　偶然性の強い事故には、大規模な火事、爆発、放射性物質の大量放出のほかに、列
車の転覆、航空機の墜落、大型客船の転覆、タンカーなどからの大量の油流出、地下
鉄の火災などがあります。

　　故意に起こす事件としては、NBCテロや暴動があげられます。

４　災害の規模　 
　　災害対策基本法の対象となる災害については、定量的に決まっているわけではなく、
国民の生命、身体、財産に相当程度の被害が生じるような場合を想定しています。

　　また、災害救助法の対象となる災害とは、5,000人未満の市区町村では30世帯以上、
5,000 人から１万 5,000 人未満では 40 世帯と規模によって変わり、30 万人以上では
150 世帯以上の住家が滅失する場合をいいます。

　災害対策基本法、政令などでは、災害とは、以下のものをいいます。①暴
風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象、
②大規模な火事、爆発、放射性物質の大量放出、テロ事件に起因する被害
など大規模な事故・事件。つまり、災害は①の自然災害、②の人為的災害
に分かれます。

ポ
イ
ン
ト

1-1 災害とは

自然災害 人為的災害

1　事故（偶然性が強い）

　・大規模な火災

　・地下鉄火災

　・原子力事故

2　事件（故意性）

　・NBC　テロ

　・暴動

1　地震

2　津波

3　台風・豪雨

4　噴火

5　その他
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１　防災の要素
　　防災とは、通常使うときには、災害予防及び災害応急対策の意味で使われます。災
害対策基本法ではこれに災害復旧も含めてより広く考えています。さらに、近年の地
域防災計画では災害後に元の状態に戻す「復旧」だけではなく、新たにより良い社会
を創るという意味で「復興」までを含むことも多くなっています。

２　危機管理の要素
　　危機管理は時系列で「準備」「緊急対応」「収束」の３つのステージがあります。
…（1）準備
　　危機管理の要諦は準備にあります。準備の要素は「予測」、「備え」、「点検・訓練」
の３つです。地域を襲う自然災害や、可能性の高い事件や事故を「予測」することは
人生にとっても自治体にとっても必要です。

　　危機の予測をした後はヒト、モノ、カネ、情報、仕組みなどの「備え」が必要です。
備えの大小が自分や、被災者、行政職員を支援できるか、二次被害に追い込むかの分
かれ道です。備えに実効性があるかどうかを点検するのが「点検・訓練」です。

…（2）緊急対応
　　危機が発生してしまった場合、起きてしまったことはしかたないと頭を切り替え
「いかに被害を少なくするか」を最優先に対応します。
　　まずスピードが大切です。被害を少なくするためにはどうしたらよいかを考え、す
ぐに対策を実施します。次に、マスコミ対応です。マスコミは、住民の疑問、不安を
取り上げて、住民に代わって質問します。ここで、納得できる説明ができれば、住民
の信頼と協力を得ることができます。

…（3）収束
　　緊急対応が過ぎて、平常時に戻る段階です。まず、危機の原因を究明します。シス
テムの不備に基づくのか、明らかな判断の間違いがあったのか、これまでの緊急対応
に不備がないかを点検します。次に、原因に応じて対策を検討し実施します。収束を
きちんとすることで、さらに危機に強い組織、職員をつくることができます。

　防災とは一般に災害予防、災害応急を指しますが、災害対策基本法では災
害復旧を含めて考えます。近年は、復旧だけではなく復興までを含むという
考え方が多くなっています。
　危機管理の要素は、「準備」「緊急対応」「収束」の３つです。大きな危機
の緊急対応では、マスコミ対応が特に重要です。

ポ
イ
ン
ト

1-2 防災・危機管理とは

危機管理
1　準備
2　緊急対応
3　収束

防災・危機管理の構成要素

防　災
1　災害予防
2　災害応急対策
3　災害復旧・復興

人口減少、財政悪化、
感染症、企業転出、犯
罪、職員の不祥事など
多様な危機

自然災害、大規模な
事件・事故から住民
の生命、自由、財産
を守る
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災害対策基本法
（基本理念）
第二条の二　災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
　一　我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、
災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及
びその迅速な回復を図ること。

⇒総論としての減災の考え方

　二　国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を
確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災
組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）その他
の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

⇒自助、共助、公助の考え方

　三　災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的
知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

⇒ソフト、ハードの組み合わせと不断の見直し

　四　災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、でき
る限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を
適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。

⇒資源の最適配分による人命の保護

　五　被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、
性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者
を援護すること。

⇒被災者の援護

　六　災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害か
らの復興を図ること。

⇒速やかな復旧と復興

　わが国の防災の基本理念は、災害対策基本法に制定されています。特に、
防災対策を進めるうえで自助、共助、公助の考え方を重視しています。

ポ
イ
ン
ト

1-3 防災の基本理念

防災の基本理念

ソフト・ハードの組合せ
不断の見返し

人命の保護
被災者の援護
迅速な復旧・復興

公助共助

自助

減災を進める

災害発生後災害前


